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対象となる方 ※ 以下の要件をすべて満たす必要があります。 
 

① 滝沢市内に住所を有している方 

② がんと診断された方 

③ がんの治療に起因する脱毛のため医療用補整具を購入した方又は乳房切除術を受けた方

で医療用補整具を購入した方 

④ 申請を行う医療用補整具について過去に本市又は他の地方公共団体から同様の助成等を

受けていない方 
 

対象となる経費 
 

・補助の対象となるのは、以下の①又は②の医療用補整具１個分の購入費用（税込）です。 

① 全頭用の医療用ウィッグ※１ 

②人工乳房（体内に挿入する人工乳房を除く。）パッド及びニップル（これらを固定する下 

着類の購入費を含む。）※１※２ 

   ※１ 諸費用及び本体に含まれない付属品やケア用品等の購入費用は対象外です。 

   ※２ 人工乳房は、右側及び左側それぞれ対象になります。 
   

補助金額 
 

 ・対象となる経費の２分の１の金額です。（上限２万円） 

  ・補助金額に１，０００円未満の端数があるときは切り捨てとなります。 

 

申請に必要な書類 
 

① 滝沢市がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書兼請求書（様式第１号） 

② がん治療受診証明書（様式第２号）の写し又は治療内容を証明する書類※ 

※治療に関する説明書、診断書、治療方針計画書、診療明細書などが該当します。 

③ 購入した品目、年月日及び金額を証明する書類の写し（領収書など） 

④ 本人を確認する書類の写し（運転免許証など） 

⑤ 振込先金融機関口座確認書類（通帳、キャッシュカード等） 

⑥ 印鑑（代理申請の場合のみ） 
 
申請期限 

 
購入から１年以内に申請が必要です。ただし、やむを得ない事由により 
期限内に申請できなかった場合は、担当課までご相談ください。 

医療用ウィッグ・ 

人工乳房パッド及びニップルの 

購入にかかる費用の一部助成します 

滝沢市がん患者医療用補整具購入費助成事業 



≪ 手続きの流れ ≫ 

① 申請（申請者様） 

表面に記載されている「申請に必要な書類」をそろえて、 

健康づくり課に提出（郵送可）してください。 

「滝沢市がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書兼請求書」は、 

市ホームページからダウンロードするか、健康づくり課窓口で 

お受け取りください。 

 

② 受理（市） 

ご提出いただいた書類の内容を審査します。※ 

必要な要件を満たしていれば、交付を決定します。 

 

③ 交付決定の通知（市） 

滝沢市医療用補整具購入費助成金交付決定通知書により、 

申請者に文書で通知します。 

 

④ 助成金の交付（市） 

申請者の指定した口座へ助成金を振り込みます。 

（振込日の指定はできません） 

 

 

※申請内容について、お電話等で内容の確認や追加提出のお願いをさせていただく 

場合があります。 

 
 
 
 

申請先・お問合せ先 
 

▶滝沢市 健康こども部 健康づくり課 
住所：〒０２０－０６９２ 滝沢市中鵜飼５５番地 
電話：０１９－６５６－６５２７(直通) 

 


